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C-1 経腸栄養剤（外来処方） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、在宅で経管・経鼻栄養が行われている場合、経腸栄養剤（半

消化栄養剤）の外来での処方は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 在宅療養（在宅時医学総合管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料等）

において経管・経鼻栄養が行われている場合、薬価収載されている「半消

化態栄養剤」は【効能・効果】に記載されている「特に長期にわたり経口

的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給」として認められると整理した。 

 

 


